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各
公
民
館
、
町
民
会
館
、
西
部
地
域
健
康
セ
ン
タ
ー
、

ふ
れ
あ
い
会
館
な
ど
の
今
後
の
運
営
は
、
直
営
か
民
間
委

託
か
。 

Q　
公
民
館
な
ど
の
「
公
の
施
設
」
に
関
し
て
は
、
第
３
次

行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
き
、
管
理
の
あ
り
方
を
検
証
し
、

効
率
的
な
運
営
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し

て
運
営
に
当
っ
て
は
、
提
供
目
的
と
性
質
と
役
割
を
整
理

し
、
平
等
性
・
公
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
ど
う
す
れ
ば
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
最
大
化
で
き
る
か
を
施
設
ご
と
に
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
、
直
営
か
民
営
か
の
判
断

を
含
め
て
議
会
と
も
相
談
し
な
が
ら
検
討
を
行
っ
て
い
き

た
い
。 

A

　 ①
　
昨
年
10
月
か
ら
介
護
保
険
法
が
改
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

の
実
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

サ
ー
ビ
ス
で
の
保
険
給
付
費
の
変
化
、
利
用
者
負
担
の
増

減
な
ど
の
説
明
を
求
め
る
（
厚
生
労
働
省
が
定
め
た
、
居

住
費
や
食
費
な
ど
の
基
準
費
用
額
と
の
関
連
）。
ま
た
、

低
所
得
者
へ
の
負
担
軽
減
（「
補
足
給
付
」）
の
実
状
と
そ

の
給
付
手
続
き
の
運
用
状
況
は
。 

②
　
前
述
を
ふ
ま
え
て
の
問
題
点
と
、
そ
れ
に
対
す
る
町
の
独

自
の
対
応
策
は
。 

Q　 ①
　
食
費
・
居
住
費
の
自
己
負
担
導
入
後
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

は
前
年
の
同
月
と
比
べ
約
960
万
円
の
減
と
な
っ
て
い
る
が
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
回
数
な
ど
に
お
い
て
は
減
少
傾
向
は
見

ら
れ
な
い
た
め
、
制
度
改
正
に
よ
る
影
響
は
少
な
い
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
低
所
得
者
の
利
用
料
の
軽
減
を
す
る

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
10
月
利
用

分
で
168
人
に
約
450
万
円
の
給
付
を
行
っ
て
い
る
。 

②
　
今
回
の
制
度
改
正
は
、
利
用
者
間
の
負
担
の
公
平
を
図
る

も
の
で
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
引
き
続
き
低
所

得
者
へ
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
、
周
知
徹
底
を
行
い
、
今

後
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
動
向
に
把
握
に
つ
い
て
も
努
め
て

い
く
。 

A

民
生
部
門
関
連
質
問 

公民館等の運営を民間委託する考えはあるか。 
 
より高いサービスが提供できるよう、慎重に検討を
行っていく。　　　　　　　　　　　　（橋本助役） 

Q

A

（穏土議員） 

改定介護保険実施後の実状と問題点を問う。 
 
概ね円滑に移行しているが、今後も動向を把握し
ていく。　　　　　　　　　　　（内田福祉課長） 

Q

A

（田原議員） 


